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防災訓練（要素訓練）の結果の概要 

 

１．訓練の目的 

原子力災害発生時における緊急時対応に係る技能の定着・向上を図るとともに，あらか

じめ定めた緊急時対応に係る各種機能が有効に機能することを確認するため，緊急時に備

えた各種対応に係る要素訓練を実施した。 

２．実施日及び対象施設 

（１）実施日 

2022 年 4 月 1 日～2023 年 3 月 31 日 

（２）対象施設 

    東海発電所（東海第二発電所と共通の訓練を含む） 

３．東海発電所実施体制，評価体制及び参加人数 

（１）実施体制 

訓練毎に実施責任者を設け，実施担当者が訓練を実施した。 

詳細は，「添付資料」のとおり。 

（２）評価体制 

定められた手順どおりに訓練が実施されたかを実施責任者が評価した。 

（３）参加人数 

「添付資料」のとおり。 

４．防災訓練のために想定した原子力災害の概要 

【発電所】 

（１）本部運営訓練 

地震により原子力災害対策特別措置法（以下，「原災法」という。）第 10 条事象に

至る事象等を想定。 

（２）通報連絡訓練 

火災及び原災法第 10 条事象に至る事象等，対外通報連絡が必要となる事象を想定。 

（３）緊急時環境モニタリング訓練 

放射性物質等の放出により，敷地内外の空間放射線量率または空気中の放射性物

質濃度が上昇した状態を想定。 

（４）原子力災害医療訓練 

管理区域内で負傷者が発生したことを想定。 

（５）その他必要と認められる訓練 

①原子力緊急事態支援組織対応訓練 

高放射線環境下となり，遠隔操作が可能な装置（小型ロボット等）による対応

が必要になったことを想定。 

  

別紙２ 
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【本店】 

（６）その他必要と認められる訓練 

①原子力事業所災害対策支援拠点設営訓練 

原子力災害対策特別措置法（以下、「原災法」という。）第 10 条事象等が発生し，

原子力事業所災害対策支援拠点が選定されたことを想定。 

②本部運営訓練 

発電所にて原子力災害が発生し，本店本部の設置が必要になったことを想定。 

５．防災訓練の項目 

要素訓練 

６．防災訓練の内容 

【発電所】 

（１）本部運営訓練 

（２）通報連絡訓練 

（３）緊急時環境モニタリング訓練 

（４）原子力災害医療訓練 

（５）その他必要と認められる訓練 

①原子力緊急事態支援組織対応訓練 

【本店】 

（６）その他必要と認められる訓練 

①原子力事業所災害対策支援拠点設営訓練 

②本部運営訓練 

７．訓練結果の概要（「添付資料」参照） 

【発電所】 

（１）本部運営訓練 

地震による，原災法第 10 条事象に至る事象等を想定し，発電所本部の設置運営と

して，各機能班の参集，事故収束戦略の立案及び本店本部とのプラント情報等の共

有を実施した。 

（２）通報連絡訓練 

発電所内での火災，原災法第 10 条事象に至る事象等を想定し，自治体他関係各所

への通報連絡（模擬通報連絡を含む）対応を実施した。 

（３）緊急時環境モニタリング訓練 

放射性物質の放出等により，敷地内外の空間放射線量率または空気中の放射性物

質濃度が上昇する恐れがある状態を想定し，原子力防災要員による発電所敷地内及

び敷地境界付近におけるモニタリングカーでの空間放射線量率，空気中ヨウ素濃度

等の測定訓練を実施した。 
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（４）原子力災害医療訓練 

管理区域内で負傷者が発生したことを想定し，負傷者搬出，汚染サーベイ及び応

急処置等の対応を実施した。 

発電所で保有している担架，止血帯等の医療器具の取扱い及び傷病者の搬送訓練

を実施した。 

（５）その他必要と見受けられる訓練 

①原子力緊急事態支援組織対応訓練 

・遠隔操作ロボットの操作（走行，模擬試料採取操作，障害物除去等）について

実操作訓練を実施した。 

・無線ヘリ（ドローン）の操作（ホバリング，移動，旋回，空撮等）について実

操作訓練を実施した。 

  【本店】 

（６）その他必要と認められる訓練 

①原子力事業所災害対策支援拠点設営訓練 

原子力事業所災害対策支援拠点への資機材・資料の運搬及び支援拠点での資機

材・資料の設置，資機材動作確認等の拠点設営に係る実動訓練を実施した。 

②本部運営訓練 

発電所での原災法第 10 条該当事象等の発生を想定し，本店本部の設置運営とし

て，各機能班の参集から発電所支援活動の実施及び発電所情報の収集活動を実施

した。 

８．訓練の評価 

要素訓練について，定められた手順どおりに訓練が実施されていることを確認した。 

訓練毎の評価結果は，「添付資料」のとおり。 

９．今後の原子力災害対策に向けた改善点 

要素訓練で抽出された改善点及び今後に向けた改善点は，「添付資料」のとおり。 

10．添付資料 

   添付資料：防災訓練（要素訓練）の概要 

 

以  上 
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【発電所】 

（１）本部運営訓練（実施回数：6回，参加人数：延べ 502 名） 

概  要 

実施体制 

（①実施責任者， 

②実施担当者） 

評価 

結果 
当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対

策に向けた改善点 

本部運営訓練 

①安全・防災室 安全・

防災グループマネージ

ャー 

②原子力防災要員 

良 

・簡潔明瞭な発話とするため，

本部での発話を敬体調より常

体調に改善した。 

・災害収束に向けた戦略立案の

更なる迅速化及び共有性の向

上 

・今後も本部内での

情報共有の向上に

取り組んでいく。 

・地震により，原災法第 10 条事象に至る事象を想定

し，発電所本部の設置運営として，各機能班の参

集，事故収束戦略の立案及び本店本部とのプラント

情報等の共有を実施した。 

 

（２）通報連絡訓練（実施回数：9回（7/14，7/22，8/3，8/20，9/26，10/5，2023/1/30，2/6，2/15），参加人数：延べ 36 名） 

概  要 

実施体制 

（①実施責任者， 

 ②訓練参加者） 

評価

結果 
当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対

策に向けた改善点 

通報連絡訓練 

①安全・防災室 安全・

防災グループマネージ

ャー 

②原子力防災要員 

良 

・通報文の誤記，誤情報，送信

ミスがあった場合の適切な対

応 

・住民防護の観点から発電所か

らの迅速な情報伝達 

・今後も継続して訓

練を行い，要員の

力量向上を図る。 

・発電所内での火災，原災法第 10 条事象に至る事象等

を想定し，自治体他関係各所への通報連絡（模擬通報

連絡を含む）対応を実施。 
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（３）緊急時環境モニタリング訓練（実施回数：1 回（2/17），参加人数：延べ 3 名） 

概  要 

実施体制 

（①実施責任者， 

②実施担当者） 

評価 

結果 
当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対

策に向けた改善点 

緊急時環境モニタリング訓練 

①安全管理室 放射線・

化学管理グループマネ

ージャー 

②原子力防災要員 

良 特になし 

・今後も継続して訓

練を行い，要員の

力量向上を図る。 

・放射性物質の放出により，敷地内外の空間放射線量率

または空気中の放射性物質濃度が上昇した状態を想定

し，原子力防災要員による発電所敷地内及び敷地境界

付近におけるモニタリングカーでの空間放射線量率，

空気中ヨウ素濃度等の測定訓練を実施した。 

 

（４）原子力災害医療訓練（実施回数（7 回：7/20，7/22，9/22，9/28，9/29，1/18，1/19），参加人数：延べ 116 名） 

概  要 

実施体制 

（①実施責任者， 

 ②訓練参加者） 

評価 

結果 
当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対

策に向けた改善点 

原子力災害医療訓練 

①安全・防災室 安全・

防災グループマネージ

ャー 

②原子力防災要員 

良 

・応急措置が必要な被災者に

対して救護活動を行うため

の知識・力量向上 

・今後も継続して訓

練を行い，要員の

力量向上を図る。 

・管理区域内の負傷者に対し管理区域外への搬出，汚染

除去及び応急措置を施す実動訓練を実施。 

（実施回数：2 回，参加者：34 名） 

・発電所で保有している担架，止血帯等の医療用器具の

取扱い及び傷病者の搬送訓練を実施 

（実施回数：5 回，参加者：82 名） 
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（５）その他必要と認められる訓練 

①原子力緊急事態支援組織対応訓練（東海第二発電所と共通の訓練）（実施回数:6 回（6/22,7/13,9/14,10/12,11/17,12/8）参加人数:延べ 22 名） 

概  要 

実施体制 

（①実施責任者， 

②実施担当者） 

評価 

結果 
当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対

策に向けた改善点 

遠隔操作ロボット操作訓練 

①安全・防災室 安全・

防災グループマネージ

ャー 

②原子力防災要員 

良 特になし 

・今後も継続して訓

練を行い，支援組

織との連携強化を

図る。 
・遠隔操作ロボット及びドローンの操作訓練を実施。 
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【本店】 

（５）その他必要と認められる訓練 

①原子力事業所災害対策支援拠点設営訓練（実施回数：1回，参加人数：延べ 13 名） 

概  要 

実施体制 

（①実施責任者， 

②実施担当者） 

評価 

結果 
当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対

策に向けた改善点 

資機材の運搬・設置訓練 

①発電管理室 警備・防

災グループマネージャ

ー 

②本店各室員 

良 

・資機材の図示を用いたリスト

管理 

・後方支援拠点マニュアルの改

正 

・今後も継続して訓

練を行い，要員の

力量向上を図る。 

・原子力事業所災害対策支援拠点への資機材・資料の運

搬及び設置等の拠点設営に係る実動訓練を実施した。

（2023 年 3 月 3 日実施） 

 

 

②本部運営訓練（実施回数：8 回，参加人数：延べ 368 名） 

概  要 

実施体制 

（①実施責任者，②実施

担当者） 

評価

結果 
当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対

策に向けた改善点 

本部運営訓練 ①発電管理室 警備・防

災グループマネージャ

ー 

②本店総合災害対策本部

員 

良 ・共有資料の充実化 

・今後も要素訓練の

積み重ねにより，

要員の力量維持・

向上を図る。 

・発電所での原災法第 10 条事象の発生を想定し，本店

本部の設置運営として，各機能班の参集から発電所支

援活動の実施及び発電所情報の収集活動を実施した。 

      以  上 
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